
岩手県訓令第７号 

                                                     知事部局  

 行政文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成22年３月31日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

   行政文書管理規程の一部を改正する訓令 

 行政文書管理規程（平成11年岩手県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（第16条第２項、第31条第１項第２号及び第

33条を除き、広域振興局、広域振興局総合支局及び地方振

興局にあっては、部及び所（第28条を除き、以下「部等」

という。)）をいう。 

(２) 出先機関 岩手県知事部局行政組織規則第３章に規定

する出先機関（第16条第２項、第31条第１項第２号及び第

33条を除き、広域振興局にあっては、部及び所（第28条を

除き、以下「部等」という。)）をいう。 

(３) 課等 本庁の室、課、所及び出納局並びに政策調査監

の担当区分をいう（第28条を除く。）。 

(３) 課等 本庁の室、課、所及び出納局並びに調査監の担

当区分をいう（第28条を除く。）。 

(４) 課長等 本庁の室長、総括課長、所長、出納局長及び

政策調査監をいう。 

(４) 課長等 本庁の室長、総括課長、所長、出納指導監及

び調査監をいう。 

(５) 広域振興局等 広域振興局、広域振興局総合支局及び

地方振興局をいう。 

 

(６) 広域振興局等文書主管課 広域振興局総務部総務課、

広域振興局総合支局地域支援部総務入札課及び地方振興局

企画総務部総務課をいう。 

(５) 広域振興局文書主管課等 広域振興局経営企画部総務

課、経営企画部地域振興センター、総務部総務課及び総務

部総務センター並びに県南広域振興局土木部北上土木セン

ター、遠野土木センター及び千厩土木センターをいう。 

(７) 広域振興局等文書主管部長 広域振興局総務部長、広

域振興局総合支局地域支援部長及び地方振興局企画総務部

長をいう。 

(６) 広域振興局文書主管部長 広域振興局経営企画部長（

県南広域振興局にあっては、総務部長）をいう。 

(８) 広域振興局等文書主管課長 広域振興局総務部総務課

長、広域振興局総合支局地域支援部総務入札課長及び地方

振興局企画総務部総務課長をいう。 

(７) 広域振興局文書主管課長等 広域振興局文書主管課等

の課長又は所長をいう。 

(９) ［略］ (８) ［略］ 

(10) ［略］ (９) ［略］ 

(11) ［略］ (10) ［略］ 

（行政文書の作成方法） （行政文書の作成方法） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 行政文書の書き方は、左横書きとしなければならない。た

だし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

２ 行政文書の書き方は、左横書きとしなければならない。た

だし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 



(３) その他総務室長が縦書きを必要と認めたもの (３) その他法務学事課総括課長が縦書きを必要と認めたも

の 

３ 行政文書を作成するときは、総務室長が別に定めるものを

除き、日本工業規格Ａ列４番の用紙を使用しなければならな

い。 

３ 行政文書を作成するときは、法務学事課総括課長が別に定

めるものを除き、日本工業規格Ａ列４番の用紙を使用しなけ

ればならない。 

（文書管理主任） （文書管理主任） 

第７条 行政文書管理規則第３条第４項に定める文書管理主任

は、本庁にあっては課等の総務を担当する課長、担当課長等、

出先機関にあっては部等の総務を担当する課長等又は法務私

学課長が別に指定する者をもって充てる。 

第７条 行政文書管理規則第３条第４項に定める文書管理主任

は、本庁にあっては課等の総務を担当する課長、担当課長等、

出先機関にあっては部等の総務を担当する課長等又は法務学

事課総括課長が別に指定する者をもって充てる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（本庁における郵便物等の受領及び配布） （本庁における郵便物等の受領及び配布） 

第９条 本庁に送達された郵便物及び電報並びに託送等によっ

て送達された行政文書（以下「郵便物等」という。）（課等

に直接送達されたものを除く。）並びに物品（知事、副知事

等あてのものに限る。）は、総務室において受領し、次に定

めるところにより配布しなければならない。 

第９条 本庁に送達された郵便物及び電報並びに託送等によっ

て送達された行政文書（以下「郵便物等」という。）（課等

に直接送達されたものを除く。）並びに物品（知事、副知事

等あてのものに限る。）は、法務学事課において受領し、次

に定めるところにより配布しなければならない。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

２ 執務時間外に本庁に送達された郵便物等で、管財課総括課

長から法務私学課長が引継ぎを受けたものは、前項の規定に

より処理しなければならない。 

２ 執務時間外に本庁に送達された郵便物等で、管財課総括課

長から法務学事課総括課長が引継ぎを受けたものは、前項の

規定により処理しなければならない。 

（広域振興局等における郵便物等の受領及び配布） （広域振興局における郵便物等の受領及び配布） 

第10条 広域振興局等（奥州地区合同庁舎江刺分庁舎の広域振

興局の所、遠野行政センター庁舎及び千厩行政センター庁舎

の広域振興局総合支局の所及び岩泉地区合同庁舎の地方振興

局の所並びに合同庁舎外の広域振興局等の所を除く。次項、

次条、第12条、第14条及び第50条から第52条までにおいて同

じ。）に送達された郵便物等（部等に直接送達されたものを

除く。）及び物品（広域振興局等の長等あてのものに限る。

）は、広域振興局等文書主管課において受領し、前条第１項

各号に定めるところにより配布しなければならない。この場

合における同項各号の適用については、同項第２号中「主管

課等（当該事務を担当する課等をいう。以下同じ。）」とあ

るのは「主管の部等」と、同項第３号中「書留等配布票」と

あるのは「書留等配布簿」と、同項第４号中「課等」とある

のは「部等」とする。 

第10条 広域振興局（奥州地区合同庁舎江刺分庁舎及び岩泉地

区合同庁舎並びに合同庁舎外に置かれる広域振興局の所を除

く。次項、次条、第12条、第14条及び第50条から第52条まで

において同じ。）に送達された郵便物等（部等に直接送達さ

れたものを除く。）及び物品（広域振興局の長又は副局長あ

てのものに限る。）は、広域振興局文書主管課等において受

領し、前条第１項各号に定めるところにより配布しなければ

ならない。この場合における同項各号の適用については、同

項第２号中「主管課等（当該事務を担当する課等をいう。以

下同じ。）」とあるのは「主管の部等」と、同項第３号中「

書留等配布票」とあるのは「書留等配布簿」と、同項第４号

中「課等」とあるのは「部等」とする。 

２ 執務時間外に広域振興局等に送達された郵便物等で、職員

服務規程（昭和40年岩手県訓令第24号）第25条第５号の規定

により広域振興局等文書主管課長が引継ぎを受けたものは、

前項の規定により処理しなければならない。 

２ 執務時間外に広域振興局に送達された郵便物等で、職員服

務規程（昭和40年岩手県訓令第24号）第25条第５号の規定に

より広域振興局文書主管課長等が引継ぎを受けたものは、前

項の規定により処理しなければならない。 

（本庁及び広域振興局等における行政文書等の収受及び配布 （本庁及び広域振興局における行政文書等の収受及び配布）



） 

第11条 課等及び広域振興局等の文書管理主任は、第９条又は

前条の規定により総務室又は広域振興局等文書主管課から配

布を受けた郵便物等及び物品並びに課等又は部等において直

接受領した郵便物等及び物品を次に定めるところにより収受

し、及び配布しなければならない。 

第11条 課等及び広域振興局の文書管理主任は、第９条又は前

条の規定により法務学事課又は広域振興局文書主管課等から

配布を受けた郵便物等及び物品並びに課等又は部等において

直接受領した郵便物等及び物品を次に定めるところにより収

受し、及び配布しなければならない。 

(１) 郵便物等（親展文書を除く。）は、開封の上、行政文

書の下部余白に別に定める様式による収受印を押印し、直

ちに、本庁にあっては文書管理主任があらかじめ指定する

者（以下「指定者」という。）に、広域振興局等にあって

は担当課の長（課制をしかない場合にあっては、これに準

ずる者。以下「担当者」という。）に配布すること。 

(１) 郵便物等（親展文書を除く。）は、開封の上、行政文

書の下部余白に別に定める様式による収受印を押印し、直

ちに、本庁にあっては文書管理主任があらかじめ指定する

者（以下「指定者」という。）に、広域振興局にあっては

担当課の長（課制をしかない場合にあっては、これに準ず

る者。以下「担当者」という。）に配布すること。 

(２)～(５) ［略］ (２)～(５) ［略］ 

（広域振興局等以外の出先機関における郵便物等の受領等） （広域振興局以外の出先機関における郵便物等の受領等） 

第12条 広域振興局等以外の出先機関に送達された郵便物等及

び物品は、当該出先機関の文書管理主任が、第９条第１項第

３号、第10条第２項及び前条各号に定めるところにより受領

し、収受し、及び配布しなければならない。この場合におけ

る第９条第１項第３号、第10条第２項及び前条各号の適用に

ついては、第９条第１項第３号中「書留等配布票」とあるの

は「書留等配布簿」と、「あて先の文書管理主任」とあるの

は「あて先」と、第10条第２項中「広域振興局等」とあるの

は「出先機関」と、「広域振興局等文書主管課長」とあるの

は「関係機関の長」と、「前項の規定」とあるのは「前条第

１項第３号に定めるところ」と、前条第１号中「本庁にあっ

ては文書管理主任があらかじめ指定する者（以下「指定者」

という。）に、広域振興局等にあっては担当課の長（課制を

しかない場合にあっては、これに準ずる者。以下「担当者」

という。）」とあるのは「担当者」とする。 

第12条 広域振興局以外の出先機関に送達された郵便物等及び

物品は、当該出先機関の文書管理主任が、第９条第１項第３

号、第10条第２項及び前条各号に定めるところにより受領し、

収受し、及び配布しなければならない。この場合における第

９条第１項第３号、第10条第２項及び前条各号の適用につい

ては、第９条第１項第３号中「書留等配布票」とあるのは「

書留等配布簿」と、「あて先の文書管理主任」とあるのは「

あて先」と、第10条第２項中「広域振興局」とあるのは「出

先機関」と、「広域振興局文書主管課長等」とあるのは「関

係機関の長」と、「前項の規定」とあるのは「前条第１項第

３号に定めるところ」と、前条第１号中「本庁にあっては文

書管理主任があらかじめ指定する者（以下「指定者」という。

）に、広域振興局にあっては担当課の長（課制をしかない場

合にあっては、これに準ずる者。以下「担当者」という。）

」とあるのは「担当者」とする。 

（返付） （返付） 

第14条 課等及び広域振興局等の文書管理主任は、第９条又は

第10条の規定により総務室又は広域振興局等文書主管課から

配布を受けた郵便物等及び物品が当該課等又は当該広域振興

局等の部等の主管に属さないものであると認められるときは

、配布先についての意見を付して総務室又は広域振興局等文

書主管課に返付しなければならない。 

第14条 課等及び広域振興局の文書管理主任は、第９条又は第

10条の規定により法務学事課又は広域振興局文書主管課等か

ら配布を受けた郵便物等及び物品が当該課等又は当該広域振

興局の部等の主管に属さないものであると認められるときは

、配布先についての意見を付して法務学事課又は広域振興局

文書主管課等に返付しなければならない。 

（電子文書の受信等） （電子文書の受信等） 

第14条の２ ［略］ 第14条の２ ［略］ 

２ 前項の規定に基づき電子文書を受信した職員は、電子文書

の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場

合において、当該電子文書に電子署名が付与されているとき

２ 前項の規定に基づき電子文書を受信した職員は、電子文書

の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場

合において、当該電子文書に電子署名が付与されているとき



は、総務室若しくは広域振興局等文書主管課の職員又は文書

管理主任は、当該電子署名を検証の上、処理しなければなら

ない。 

は、法務学事課若しくは広域振興局文書主管課等の職員又は

文書管理主任は、当該電子署名を検証の上、処理しなければ

ならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（国庫補助金等交付申請等及び支出負担行為の起案） （国庫補助金等交付申請等及び支出負担行為の起案） 

第19条 国庫補助金等交付申請等及び支出負担行為については

、総務室長が別に定める様式で起案することができる。 

第19条 国庫補助金等交付申請等及び支出負担行為については

、法務学事課総括課長が別に定める様式で起案することがで

きる。 

（余白及び帳簿処理） （余白及び帳簿処理） 

第20条 内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについて

は、余白を用い、又は法務私学課長が別に定める項目を記載

した一定の帳簿を設けて起案することができる。 

第20条 内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについて

は、余白を用い、又は法務学事課総括課長が別に定める項目

を記載した一定の帳簿を設けて起案することができる。 

（帳票処理） （帳票処理） 

第24条 旅行命令票、支出票その他別に定める帳票については、

総務室長が別に定めるところにより処理することができる。

第24条 旅行命令票、支出票その他別に定める帳票については、

法務学事課総括課長が別に定めるところにより処理すること

ができる。 

（法務私学課長への合議） （法務学事課総括課長への合議） 

第29条 本庁における回議案で次に掲げるものについては、主

管部局長及び関係部局長等の決裁後に、法務私学課長に合議

しなければならない。 

第29条 本庁における回議案で次に掲げるものについては、主

管部局長及び関係部局長等の決裁後に、法務学事課総括課長

に合議しなければならない。 

(１) 公文例式規程第１条第１号から第５号までに掲げる公

文 

(１) 公文例式規程第１条第１号から第５号までに掲げる公

文（同条第３号及び第４号に掲げる公文にあっては、異例

又は新例に属するものに限る。） 

(２)～(５) ［略］ (２)～(５) ［略］ 

（行政文書の記号、番号等） （行政文書の記号、番号等） 

第31条 次の各号に掲げる行政文書には、当該各号に定める記

号、番号等を記載しなければならない。ただし、法令に記号、

番号等について特に指定されているもの、辞令、表彰状、契

約書、書簡文等及び慣例により記号、番号等を必要としない

ものは、この限りでない。 

第31条 次の各号に掲げる行政文書には、当該各号に定める記

号、番号等を記載しなければならない。ただし、法令に記号、

番号等について特に指定されているもの、辞令、表彰状、契

約書、書簡文等及び慣例により記号、番号等を必要としない

ものは、この限りでない。 

(１) 条例及び規則 県名、条例又は規則及び総務室に備え

付ける別に定める様式による令達番号簿による番号 

(１) 条例及び規則 県名、条例又は規則及び法務学事課に

備え付ける別に定める様式による令達番号簿による番号 

(２) 告示及び訓令 県名又は出先機関の長名、告示又は訓

令及び総務室又は出先機関に備え付ける令達番号簿による

番号 

(２) 告示及び訓令 県名又は出先機関の長名、告示又は訓

令及び法務学事課又は出先機関に備え付ける令達番号簿に

よる番号 

(３)・(４) ［略］ (３)・(４) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（公印の使用） （公印の使用） 

第34条 行政文書には、公印を押印しなければならない。ただ

し、総務室長が別に定めるものについては、この限りでない。

第34条 行政文書には、公印を押印しなければならない。ただ

し、法務学事課総括課長が別に定めるものについては、この

限りでない。 



２ ［略］ ２ ［略］ 

（浄書） （浄書） 

第37条 行政文書の浄書は、各課等及び各出先機関において行

うものとし、パーソナルコンピュータ等を使用して浄書する

場合の標準書式は、法務私学課長が別に定めるものとする。

第37条 行政文書の浄書は、各課等及び各出先機関において行

うものとし、パーソナルコンピュータ等を使用して浄書する

場合の標準書式は、法務学事課総括課長が別に定めるものと

する。 

２ 毛筆浄書を必要とするものにあっては、別に定めるところ

により、総務室に行政文書の浄書を依頼することができる。

２ 毛筆浄書を必要とするものにあっては、別に定めるところ

により、法務学事課に行政文書の浄書を依頼することができ

る。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（文書差立簿による発送） （文書差立簿による発送） 

第39条 回議の手続によらないで、行政文書及び物品を発送し

ようとするときは、各課等又は各出先機関において所要事項

を記載した別に定める様式による文書差立簿を添えて、本庁

にあっては総務室に、出先機関にあっては文書管理主任に回

付しなければならない。 

第39条 回議の手続によらないで、行政文書及び物品を発送し

ようとするときは、各課等又は各出先機関において所要事項

を記載した別に定める様式による文書差立簿を添えて、本庁

にあっては法務学事課に、出先機関にあっては文書管理主任

に回付しなければならない。 

（行政文書の送信） （行政文書の送信） 

第40条 行政文書（電子文書及び第34条第１項ただし書の総務

室長が別に定めるものに限る。以下この条において同じ。）

は、第38条の規定による発送に代えて、電気通信回線を利用

して送信することができる。 

第40条 行政文書（電子文書及び第34条第１項ただし書の法務

学事課総括課長が別に定めるものに限る。以下この条におい

て同じ。）は、第38条の規定による発送に代えて、電気通信

回線を利用して送信することができる。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（本庁における合封発送） （本庁における合封発送） 

第42条 本庁において次に掲げるあて先の行政文書で各課等か

ら依頼のあったもの（第25条に規定する特殊取扱を要するも

の等を除く。）は、総務室において合封して発送しなければ

ならない。 

第42条 本庁において次に掲げるあて先の行政文書で各課等か

ら依頼のあったもの（第25条に規定する特殊取扱を要するも

の等を除く。）は、法務学事課において合封して発送しなけ

ればならない。 

(１)～(６) ［略］ (１)～(６) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 総務室において前２項の規定により行政文書を発送すると

きは、原議の所定欄に別に定める様式による発送印を押印し

なければならない。 

３ 法務学事課において前２項の規定により行政文書を発送す

るときは、原議の所定欄に別に定める様式による発送印を押

印しなければならない。 

４ 総務室において前３項の規定による行政文書の発送を終え

たときは、主管課等に原議を返付しなければならない。 

４ 法務学事課において前３項の規定による行政文書の発送を

終えたときは、主管課等に原議を返付しなければならない。

（行政文書の分類） （行政文書の分類） 

第44条 ［略］ 第44条 ［略］ 

２ 第１ガイド及び第２ガイドの名称は、法務私学課長が別に

定める基準の例により、文書管理者が定める。 

２ 第１ガイド及び第２ガイドの名称は、法務学事課総括課長

が別に定める基準の例により、文書管理者が定める。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（ファイル管理簿への記載等） （ファイル管理簿への記載等） 

第49条 ファイル管理簿には、ファイルを作成する場合に、フ 第49条 ファイル管理簿には、ファイルを作成する場合に、フ



ァイル名、保存期間、保管場所等を記載し、保管期間を経過

した行政文書を廃棄する場合又は法務私学課長若しくは広域

振興局等文書主管部長への引継ぎ等の措置を講ずる場合に、

引継ぎの有無、保存場所、廃棄年月日等を記載するものとす

る。 

ァイル名、保存期間、保管場所等を記載し、保管期間を経過

した行政文書を廃棄する場合又は法務学事課総括課長若しく

は広域振興局文書主管部長への引継ぎ等の措置を講ずる場合

に、引継ぎの有無、保存場所、廃棄年月日等を記載するもの

とする。 

２ 文書管理者は、次に定めるところにより、ファイル管理簿

のうち当該行政文書の完結した日の属する年度に係る部分の

ものを当該年度の翌年度の４月末日までに送付しなければな

らない。 

２ 文書管理者は、次に定めるところにより、ファイル管理簿

のうち当該行政文書の完結した日の属する年度に係る部分の

ものを当該年度の翌年度の４月末日までに送付しなければな

らない。 

(１) 本庁にあっては、１通作成し、法務私学課長に送付す

ること。 

(１) 本庁にあっては、１通作成し、法務学事課総括課長に

送付すること。 

(２) 出先機関にあっては、２通作成し、１通を法務私学課

長に、１通を所管広域振興局等文書主管部長に送付するこ

と。 

(２) 出先機関にあっては、２通作成し、１通を法務学事課

総括課長に、１通を所管広域振興局文書主管部長に送付す

ること。 

（完結文書の引継ぎ等） （完結文書の引継ぎ等） 

第50条 本庁及び広域振興局等の文書管理者は、保管期間を経

過した完結文書で引き続き保存を要するものを、法務私学課

長又は広域振興局等文書主管部長が指定する日に、法務私学

課長又は広域振興局等文書主管部長に引き継がなければなら

ない。 

第50条 本庁及び広域振興局の文書管理者は、保管期間を経過

した完結文書で引き続き保存を要するものを、法務学事課総

括課長又は広域振興局文書主管部長が指定する日に、法務学

事課総括課長又は広域振興局文書主管部長に引き継がなけれ

ばならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の規定により行政文書を引き継ぐときは、文書管理

者はファイル管理簿のうち当該行政文書に係る部分のものを

２通作成し、その１通を引継ぎをする際に法務私学課長又は

広域振興局等文書主管部長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により行政文書を引き継ぐときは、文書管理

者はファイル管理簿のうち当該行政文書に係る部分のものを

２通作成し、その１通を引継ぎをする際に法務学事課総括課

長又は広域振興局文書主管部長に提出しなければならない。

４ 法務私学課長及び広域振興局等文書主管部長は、前項の規

定による行政文書の引継ぎを受けるときは、同項のファイル

管理簿とファイルとを照合しなければならない。 

４ 法務学事課総括課長及び広域振興局文書主管部長は、前項

の規定による行政文書の引継ぎを受けるときは、同項のファ

イル管理簿とファイルとを照合しなければならない。 

（本庁及び広域振興局等における保存文書の管理） （本庁及び広域振興局における保存文書の管理） 

第51条 前条第１項の規定により引継ぎを受けた完結文書は、

本庁にあっては文書保存庫に、広域振興局等にあっては書庫、

倉庫等（以下「書庫等」という。）に保存しなければならな

い。 

第51条 前条第１項の規定により引継ぎを受けた完結文書は、

本庁にあっては文書保存庫に、広域振興局にあっては書庫、

倉庫等（以下「書庫等」という。）に保存しなければならな

い。 

２ 法務私学課長及び広域振興局等文書主管部長は、次に掲げ

る事項に留意して、保存する行政文書（以下「保存文書」と

いう。）を管理しなければならない。 

２ 法務学事課総括課長及び広域振興局文書主管部長は、次に

掲げる事項に留意して、保存する行政文書（以下「保存文書

」という。）を管理しなければならない。 

(１) ［略］ (１) ［略］ 

(２) 保存文書は、適時消毒をすること。  

(３) ［略］ (２) ［略］ 

(４) ［略］ (３) ［略］ 

(５) 文書保存庫及び書庫等においては、保存文書の管理に (４) 文書保存庫及び書庫等においては、保存文書の管理に



従事する職員以外の者を書架室に立ち入らせないこと。た

だし、法務私学課長又は広域振興局等文書主管部長の承認

を得た者については、この限りでない。 

従事する職員以外の者を書架室に立ち入らせないこと。た

だし、法務学事課総括課長又は広域振興局文書主管部長の

承認を得た者については、この限りでない。 

（広域振興局等以外の出先機関における保存文書の管理） （広域振興局以外の出先機関における保存文書の管理） 

第52条 広域振興局等以外の出先機関の文書管理者（以下「広

域振興局等以外の文書管理者」という。）は、保管期間の終

了した行政文書で引き続き保存を要するものを書庫等に保存

しなければならない。 

第52条 広域振興局以外の出先機関の文書管理者（以下「広域

振興局以外の文書管理者」という。）は、保管期間の終了し

た行政文書で引き続き保存を要するものを書庫等に保存しな

ければならない。 

２ 前条第２項の規定は、広域振興局等以外の文書管理者につ

いて準用する。この場合において、同項第５号中「法務私学

課長又は広域振興局等文書主管部長」とあるのは、「広域振

興局等以外の文書管理者」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、広域振興局以外の文書管理者につい

て準用する。この場合において、同項第４号中「法務学事課

総括課長又は広域振興局文書主管部長」とあるのは、「広域

振興局以外の文書管理者」と読み替えるものとする。 

（職員の保存文書の貸出し等） （職員の保存文書の貸出し等） 

第54条 職員は、保存文書の貸出しを受けようとするときは、

本庁にあっては別に定める様式による保存文書貸出票に、出

先機関にあっては別に定める様式による保存文書貸出簿に所

要事項を記載の上、法務私学課長又は広域振興局等文書主管

部長若しくは広域振興局等以外の出先機関の文書管理主任（

以下「保存文書管理者」という。）に提出し、その承認を受

けなければならない。 

第54条 職員は、保存文書の貸出しを受けようとするときは、

本庁にあっては別に定める様式による保存文書貸出票に、出

先機関にあっては別に定める様式による保存文書貸出簿に所

要事項を記載の上、法務学事課総括課長又は広域振興局文書

主管部長若しくは広域振興局以外の出先機関の文書管理主任

（以下「保存文書管理者」という。）に提出し、その承認を

受けなければならない。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

（保存期間が終了した行政文書の廃棄等） （保存期間が終了した行政文書の廃棄等） 

第55条 ［略］ 第55条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 本庁及び広域振興局等において、前項の措置を講じた場合

は、本庁にあっては法務私学課長、広域振興局等にあっては

広域振興局等文書主管部長に通知しなければならない。 

３ 本庁及び広域振興局において、前項の措置を講じた場合は、

本庁にあっては法務学事課総括課長、広域振興局にあっては

広域振興局文書主管部長に通知しなければならない。 

４ 法務私学課長及び広域振興局等文書主管部長は、引継ぎを

受けたファイルのうち保存期間の終了したものについては、

当該ファイルを引き継いだ文書管理者（以下「引継ぎ文書管

理者」という。）に廃棄の可否を照会の上、廃棄の決定を行

わなければならない。 

４ 法務学事課総括課長及び広域振興局文書主管部長は、引継

ぎを受けたファイルのうち保存期間の終了したものについて

は、当該ファイルを引き継いだ文書管理者（以下「引継ぎ文

書管理者」という。）に廃棄の可否を照会の上、廃棄の決定

を行わなければならない。 

５ 法務私学課長及び広域振興局等文書主管部長は、前項の規

定により廃棄の決定を行い、廃棄したときは、ファイル管理

簿の廃棄時期欄に廃棄時期を記載し、引継ぎ文書管理者に対

し、通知しなければならない。 

５ 法務学事課総括課長及び広域振興局文書主管部長は、前項

の規定により廃棄の決定を行い、廃棄したときは、ファイル

管理簿の廃棄時期欄に廃棄時期を記載し、引継ぎ文書管理者

に対し、通知しなければならない。 

６ 引継ぎ文書管理者は、引継ぎを行った行政文書のうち保存

期間を延長する必要のあるものについては、法務私学課長又

は広域振興局等文書主管部長に対し、保存期間の延長を申し

出なければならない。この場合においては、新たな保存期間

を当該行政文書及びファイル管理簿に表示しなければならな

６ 引継ぎ文書管理者は、引継ぎを行った行政文書のうち保存

期間を延長する必要のあるものについては、法務学事課総括

課長又は広域振興局文書主管部長に対し、保存期間の延長を

申し出なければならない。この場合においては、新たな保存

期間を当該行政文書及びファイル管理簿に表示しなければな



い。 らない。 

（行政文書の廃棄方法） （行政文書の廃棄方法） 

第57条 法務私学課長及び広域振興局等文書主管部長は、廃棄

する行政文書のうち、個人情報の保護等の観点から他に漏れ

て支障のあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものに

ついては、削除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。

第57条 法務学事課総括課長及び広域振興局文書主管部長は、

廃棄する行政文書のうち、個人情報の保護等の観点から他に

漏れて支障のあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるも

のについては、削除、裁断、焼却等の処理をしなければなら

ない。 

（行政文書の保存期間終了前の廃棄） （行政文書の保存期間終了前の廃棄） 

第58条 ［略］ 第58条 ［略］ 

２ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄する場合は、

その理由を明記した上で法務私学課長又は出先機関の長（広

域振興局等にあっては、広域振興局等文書主管部長）の承認

を受けなければならない。 

２ 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄する場合は、

その理由を明記した上で法務学事課総括課長又は出先機関の

長（広域振興局にあっては、広域振興局文書主管部長）の承

認を受けなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（補則） （補則） 

第59条 この訓令に定めるもののほか、行政文書の管理に関し

必要な事項は、総務室長が定める。 

第59条 この訓令に定めるもののほか、行政文書の管理に関し

必要な事項は、法務学事課総括課長が定める。 

別表（第31条関係） 別表（第31条関係） 

文書記号 文書記号 

１ 本庁 １ 本庁 

 部 局 課 等 記 号  部局等 課 等 記 号

 総合政策部 政策推進課 政推  秘書広報室 秘書課 秘書 

  調査統計課 調統   広聴広報課 広 

 広聴広報課 広  調査監 調査監 

 政策調査監 政調    

 秘書課 秘書    

 

 国体推進課 国体 

 

   

     総務部 総務室 総務 

      人事課 人 

      予算調製課 予 

      法務学事課 法学 

      税務課 税 

      管財課 管 

      総合防災室 総防 

      総務事務センター 総事 

 地域振興部 地域企画室 地企  政策地域部 政策推進室 政推 

  市町村課 市町村   市町村課 市町村 

      調査統計課 調統 

ＮＰＯ・文化国際課 Ｎ文 ＮＰＯ・文化国際課 Ｎ文   

ＩＴ推進課 ＩＴ推 

  

国体推進課 国体 

  地域振興支援室 地支   地域振興室 地振 



  ［略］     ［略］   

 保健福祉部  ［略］  ［略］  保健福祉部  ［略］  ［略］

  医療国保課 医国   医療推進課 医推 

  保健衛生課 保衛   健康国保課 健 

   ［略］  ［略］    ［略］  ［略］

  ［略］     ［略］   

 県土整備部  ［略］   県土整備部  ［略］  

 総務部 総務室 総務     

  人事課 人     

  予算調製課 予     

  税務課 税     

  管財課 管     

  総合防災室 総防     

  総務事務センター 総事     

 出納局  ［略］   出納局  ［略］  

２ 出先機関 ２ 出先機関 

 区 分 公 署 記 号  区 分 公 署 記 号 

広域振興局 

 

経営企画部 

総務部 

 

保健福祉環境部 

農林部 

 

 

土木部 

税務部 

( )広経 

( )広総 

 

( )広保( )

( )広農( )

 

 

( )広土( )

( )広税( )

広域振興局の部 経営企画部 

総務部 

県税部 

保健福祉環境部 

農政部又は農林部 

林務部 

水産部 

土木部 

( )広経( )

( )広総 

( )広税( )

( )広保( )

( )広農( )

( )広林 

( )広水 

( )広土( )

総合支局 地域支援部 

 

保健福祉環境部 

農林部 

土木部 

( )総地( )

 

( )総保( )

( )総農( )

( )総土( )

広域振興局の部に

置かれるセンター

経営企画部地域振興

センター 

総務部総務センター 

県税部県税センター 

保健福祉環境部保健

福祉環境センター 

( )地セ( )

 

( )総セ 

( )税セ 

( )保セ 

 

地域支援部県民セン

ター 

( )県セ 農政部又は農林部の

農林振興センター 

( )農林セ(

 ) 

農林部農林センター ( )農セ 農政部農村整備セン

ター 

( )農整セ 

 

遠野及び千厩行政

センター庁舎内の

総合支局の所 

土木部土木センター ( )土セ 

 

 

水産部水産振興セン

ター 

( )水セ 

 地方振興局 企画総務部 ( )地企   土木部土木センター ( )土セ( )

  税務部 ( )地税     



  保健福祉環境部 ( )地保( )     

  農政部又は農林部 ( )地農( )     

  林務部 ( )地林     

  水産部 ( )地水     

  土木部 ( )地土( )     

  岩泉林務事務所 岩林     

  岩泉土木事務所 岩土     

岩手県東京事務所 岩東事    総務部に

属する出

先機関 

岩手県消防学校 消学 

 ［略］   ［略］  環境生活

部に属す

る出先機

関 

  

環境生活

部に属す

る出先機

関 

  

 ［略］    ［略］   

  岩手県大阪事務所 岩大事 

  岩手県北海道事務所 岩北事 

  岩手県名古屋事務所 岩名事 

  岩手県福岡事務所 岩福事 

岩手県工業技術集積

支援センター 

工集 岩手県工業技術集積

支援センター 

工集 

商工労働

観光部に

属する出

先機関 

 ［略］  ［略］ 

商工労働

観光部に

属する出

先機関 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］    ［略］   

県土整備

部に属す

る出先機

関 

 ［略］  県土整備

部に属す

る出先機

関 

 ［略］  

岩手県東京事務所 岩東事 

岩手県大阪事務所 岩大事 

岩手県北海道事務所 岩北事 

岩手県名古屋事務所 岩名事 

岩手県福岡事務所 岩福事 

 広域振

興局又

は地方

振興局

以外の

出先機

関 

総務部に

属する出

先機関 

岩手県消防学校 消学 

 広域振

興局以

外の出

先機関

   

  備考１ 記号中１字目の( )は、広域振興局の部にあっ

ては当該広域振興局の「広域振興局」の文字を除

いた名称、広域振興局総合支局の部にあっては当

該総合支局の名称の頭字、行政センター庁舎内の

総合支局の所にあっては当該行政センター庁舎の

頭字、地方振興局の部にあっては当該地方振興局

の名称の頭字、地方振興局の所にあっては当該所 

  備考１ 記号中１字目の( )は、広域振興局の部にあっ

ては当該広域振興局の名称の頭字、広域振興局の

部に置かれるセンターにあっては当該センターの

名称のうちその位置又は所管区域を示す字句の頭

字、その他の出先機関にあっては当該出先機関の

名称（名称に「岩手県」又は「岩手県立」の文字

の冠してあるものについては、「岩手県」又は「 



の名称の頭字、その他の出先機関にあっては当該 岩手県立」の文字を除いた名称）の頭字を示す。 

出先機関の名称（名称に「岩手県」又は「岩手県

立」の文字の冠してあるものについては、「岩手

県」又は「岩手県立」の文字を除いた名称）の頭

字を示す。ただし、次の表の左欄に掲げる出先機 

ただし、次の表の左欄に掲げる出先機関にあって

は、同表の右欄に定める記号によるものとする。 

関にあっては、同表の右欄に定める記号によるも

のとする。 

 

 出先機関 記 号   出先機関 記 号

  

 

 

 

 

 

岩手県県南家畜保健衛生所 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

南 

 ［略］

  県南広域振興局の部 

県北広域振興局の部 

盛岡広域振興局土木部岩手土木センタ

ー 

沿岸広域振興局土木部岩泉土木センタ

ー 

岩手県県南家畜保健衛生所 

 ［略］ 

県南 

県北 

岩手 

 

岩泉 

 

南 

 ［略］

    ２ 記号中末尾の( )は、部に置かれる室、支所、

出張所、研究所、研究室等の名称のうち当該出先

機関の長が定める頭字等を示す。 

    ２ 記号中末尾の( )は、出先機関に置かれる室、

支所、出張所、研究所、研究室等（広域振興局の

部に置かれるセンターを除く。）の名称のうち当

該出先機関の長が定める頭字等を示す。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 
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